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条例
改正

消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
い

　
　
村
施
設
の
使
用
料
を
改
定

討
論

�

川
田
敏
彦 

議
員

ま
だ
確
定
し
て
い
な
い

　

10
月
か
ら
の
消
費
税
の
引

き
上
げ
は
、
ま
だ
確
定
し
て

い
ま
せ
ん
。
条
例
改
正
の
提

案
を
し
て
い
な
い
自
治
体
も

あ
り
ま
す
。消
費
税
増
税
は
、

ど
の
世
論
調
査
で
も
国
民
の

過
半
数
が
反
対
で
す
。
自
民

党
の
萩
生
田
幹
事
長
代
行
が

延
期
も
あ
り
得
る
と
発
言
し

て
い
ま
す
。
ま
だ
確
定
し
て

い
な
い
の
で
反
対
で
す
。

反
対

�

清
水
健
一 

議
員

引
き
上
げ
に
伴
う
改
正

　

安
倍
首
相
は
、
繰
り
返
し

10
月
に
消
費
税
を
上
げ
る
と

言
っ
て
い
ま
す
。
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
率
の
引
き
上

げ
に
伴
い
、
施
設
使
用
料
の

改
定
を
行
う
こ
と
は
正
し
い

と
思
い
賛
成
で
す
。

賛
成

10 月から使用料改定になるアリーナ

　

10
月
１
日
か
ら
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、隣
保
館
（
楽

集
セ
ン
タ
ー
）、
南
部
公
園
、
社
会
体
育
施
設
、
中
央
公
民
館
、
耳
飾
り
館
、
小
中

学
校
な
ど
の
施
設
使
用
料
の
改
定
な
ど
８
本
の
条
例
改
正
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

10月１日より使用料が変わります（村内利用者使用料の一部抜粋）

区分 現行　➡　改正 区分 現行　➡　改正

しんとうスポーツアリーナ（１時間） 中 央 公 民 館

ア リ ー ナ 全 面 1020円　➡　1040円 大会議室
（午前、午後、夜間それぞれ） 2160円　➡　2200円

多 目 的 室  300円　➡　 310円

南　 部　 公　 園（ ４ 時 間 ） 実習室
（午前、午後、夜間それぞれ） 2160円　➡　2200円

人 　 　 工 　 　 芝 2050円　➡　2090円

耳　 飾 　り 　館（１点につき） 学 校 施 設 使 用 料（ ３ 時 間 ）

撮 影 4110円　➡　4190円 北小、南小体育館  610円　➡　 620円

改定される施設
隣保館　しんとう南部公園　しんとう総合グラウンド　サッカー場　テニスコート
しんとうスポーツアリーナ　地区体育館　中央公民館　南部コミュニティセンター
耳飾り館　小学校及び中学校の施設（詳しくは担当課へ）

北小、南小校庭  300円　➡　 310円

中学校講堂  820円　➡　 830円
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「
米
軍
基
地
負
担
の

軽
減
と
日
米
地
位
協
定
の

見
直
し
を
求
め
る
請
願
」

 

不
採
択

 

《
賛
成
８
人
反
対
３
人
》

討
論

�

川
田
敏
彦 

議
員

国
の
主
権
は
、
国
民

一
人
ひ
と
り
の
問
題

　

日
米
地
位
協
定
は
、
全
国

知
事
会
も
改
定
、
見
直
し
を

求
め
て
い
ま
す
。
こ
の
協
定

は
、
米
軍
に
国
内
法
が
適
用

さ
れ
ま
せ
ん
。
米
軍
基
地
の

立
ち
入
り
、
訓
練･

演
習
の

規
制
、
航
空
機
事
故
の
際
の

捜
索
権
が
日
本
に
は
あ
り
ま

せ
ん
。
米
軍
の
同
盟
国
ド
イ

ツ
、
イ
タ
リ
ア
に
は
こ
れ
ら

の
権
利
が
あ
り
ま
す
。
日
本

反
対

の
主
権
が
な
い
不
平
等
協
定

は
見
直
す
べ
き
で
す
。
不
採

択
に
反
対
し
ま
す
。

�

蜂
巢　

實 

議
員

外
交
問
題
は
国
の
課
題

　

こ
の
問
題
は
国
策
で
あ

り
、
防
衛
や
安
全
保
障
は
大

き
な
国
の
課
題
で
あ
り
ま

す
。
地
方
自
治
体
が
関
与
す

る
と
こ
で
は
な
く
、
不
採
択

に
賛
成
で
す
。

賛
成

件名 請願者 委員会の審査結果

米軍基地負担の軽減と
日米地位協定の見直し
を求める請願

渋川平和委員会
� 会長　伊佐　信

しん

義
ぎ

不採択

外交問題は地方自治体の責務外
であり、国の外交施策に関連し、
交渉に影響を及ぼしかねないこ
とから不採択とする。

請願

人事
案件

　

現
在
の
固
定
資
産
評
価
審

査
委
員
で
あ
る
高
橋
三
子
氏

が
任
期
満
了
に
な
る
た
め
、
元

委
員
の
岩
田
喜
代
司
氏
が
選

任
さ
れ
ま
し
た
。

 

《
全
員
賛
成
で
同
意
》

国
に
対
し
て

　３月28日、渋川勤労福祉センターにて、渋
川地区広域市町村圏振興整備組合議会が開か
れ、広域消防署南分署の概要が報告されました。

場　　所　榛東村山子田47の２他５筆
　　　　　（高崎渋川線バイパス沿い）
敷地面積　1571㎡
予定車両　３台（消防車１台、救急車１台、

広報車１台）
建　　物　庁舎鉄骨造り２階建て、訓練施設

鉄骨造り３階建ての予定

渋川地区広域市町村圏振興整備組合議会の報告

南分署の高渋バイパス沿いへの移転計画

固
定
資
産
の

�

委
員
が
決
定岩田喜

き

代
よ

司
し

�氏（長岡）
令和元年７月１日から３年間任期
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発委

問
責
決
議 

成賛

７ 

対反

３ 

で
可
決

　
　
　
　
　
　

議
会
運
営
委
員
会　

委
員
長　

山
口
宗
一

　
　
　
　
　
　

議
会
議
員
と
し
て
の
立
場
と
責
任
の
重
さ
を
十
分
に
再
認
識
す
る
と
と
も
に

村
民
の
信
頼
回
復
の
た
め
猛
省
と
社
会
福
祉
協
議
会
に
対
す
る
謝
罪
を
求
め
る
も
の

提 

案 

者

提
案
理
由

事
実
関
係
の
把
握
は

議
員
の
中
に
は
ま
だ

事
実
関
係
等
を
把
握

し
て
い
な
い
人
も
い
ま
す
。
問

責
決
議
に
至
っ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
ま
ま
採
決
で
い
い
の
で
す
か
。

議
会
運
営
委
員
会
委

員
長　

４
月
26
日
議

会
運
営
委
員
会
で
、
早
坂
議
員

と
社
協
の
担
当
者
の
両
者
に
聞

き
取
り
調
査
を
行
い
、
問
責
に

か
け
る
の
が
妥
当
と
言
う
こ
と

で
、
決
ま
り
提
出
し
ま
し
た
。

　

３
月
26
日
に
社
協
の
事
務
所
を
訪
れ
、学
童
保
育
所
の
職
員
の
採
用
の
件
で
採
用
理
由
と
、

管
理
委
託
契
約
の
議
案
を
議
会
は
否
決
し
た
意
思
決
定
は
ど
の
よ
う
に
考
慮
さ
れ
た
の
か
を

聞
き
ま
し
た
。

　

暴
挙
に
つ
い
て
、
行
動
規
範
に
逸
脱
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
何
ら
心
当
た
り
あ
り
ま
せ
ん
。

問答

討
論

�

川
田
敏
彦 

議
員

両
者
で
の
話
し
合
い
を

　

ま
だ
状
況
が
十
分
私
た
ち

に
伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
社

協
と
は
今
後
と
も
い
い
関
係

で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
も
っ
と
話
し
合
い
を
し

て
か
ら
で
も
遅
く
な
い
と
思

う
の
で
反
対
し
ま
す
。

�

清
水
健
一 

議
員

議
会
の
信
用
を
失
墜

　

地
方
議
会
事
務
提
要
に
よ

る
と
、
委
員
会
で
も
指
定
管

理
者
に
対
す
る
質
問
は
、
業

務
及
び
経
理
の
状
況
に
限
ら

れ
る
と
あ
り
ま
す
。

　

早
坂
議
員
が
と
っ
た
行
動

や
言
動
は
、
高
圧
的
で
学
童

保
育
所
職
員
の
人
事
に
関
し

て
不
当
な
発
言
が
さ
れ
て
お

り
、
社
協
に
対
し
て
議
会
の

信
用
を
失
墜
さ
せ
た
行
動
で

あ
る
と
考
え
賛
成
し
ま
す
。

�

村
上
慎
一 

議
員

時
間
が
足
ら
ず

　

説
明
が
良
好
に
さ
れ
て
い

な
い
状
態
で
賛
成
、
反
対
と

い
う
の
は
お
か
し
い
で
す
。

私
は
皆
さ
ん
の
相
談
、
考
慮

を
す
る
の
に
は
時
間
と
資
料

が
足
ら
な
い
た
め
、
今
日
の

問
責
決
議
を
出
す
こ
と
に
強

く
反
対
し
ま
す
。

�

善
養
寺
孝 

議
員

権
限
を
越
え
た
も
の

　

社
協
の
人
事
は
同
会
会
長

の
専
権
事
項
で
あ
り
、
こ
れ

に
対
し
高
圧
的
に
発
言
し
た

こ
と
は
地
方
自
治
法
の
定
め

に
基
づ
く
議
会
議
員
の
権
限

を
越
え
た
も
の
で
あ
り
賛
成

し
ま
す
。

反
対

反
対

賛
成

賛
成

　平成31年３月29日、社会福祉法人榛東村社会福祉協議会会長善養寺德男氏から榛
東村議会南千晴議長宛てに抗議文が提出された。
　同抗議文は、「榛東村議会議員における本会への暴挙について（抗議）」と題するも
ので、その内容は「平成31年３月26日午前９時40分頃、早坂通議員が突然、榛東村
社会福祉協議会事務室を訪れ、学童保育所の職員採用結果について抗議した行動に対
し、議会議員としての行動規範を著しく逸脱するもので、極めて遺憾である」旨の抗
議であった。
　この抗議文を受けて、４月26日に議会運営委員会を開催し、事実関係を確認する
ため、榛東村社会福祉協議会（以下「同会」という。）及び早坂通議員双方から聞き
取りを行った。
　同会は、学童保育所職員の採用は、同会就業規則の定めに則り行ったものであり、
また、職員の採用を含む人事については同会定款施行細則において同会会長の専権
事項として定められているものである。それにもかかわらず、早坂通議員から人事・
採用に対する不当な発言がされたことは、地方自治法の定めに基づく議会議員の権
限を越えたものであり、また、その立場を利用した高圧的かつ威圧的な発言であっ
たと陳述した。
　一方、早坂通議員は、自らの行為に関し何ら問題はなかった旨の陳述を行った。
　しかしながら、その場に居合わせた同会の職員数名は、早坂通議員の高圧的で威
圧的な態度に驚いたと証言している。
　今回の行動は、村民の選良として責任ある行動をとらなければならない榛東村議
会議員として、あるまじき行為であり、延いては、同会の職員の皆様はもとより、
村民の信頼を裏切り、榛東村議会の信用をも著しく傷つける結果に至らしめたこと
は、榛東村議会として断じて看過することはできないものと判断した。
　よって、ここに早坂通議員に対して、榛東村議会議員としての立場と責任の重さを
今一度、十分に認識した上で、同会に対し、真摯に謝罪することを求めるとともに今
回の行為について猛省を促すものである。
　以上、決議する。

　令和元年6月18日
� 榛東村議会　　

早坂通議員に対する問責決議

早坂議員の発言

人

人

質
　
　
疑
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議案の審議結果
〇 × 欠 退 除 －
………………
賛
成
反
対
欠
席
退
席
除
斥
議
長

件名と主な内容

議席番号 1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14

議決結果

波
多
野
宏
美

善
養
寺
　
孝

蜂
巢
　
　
實

村
上
　
慎
一

川
田
　
敏
彦

小
野
関
治
義

清
水
　
健
一

小
山
　
久
利

山
口
　
宗
一

岸
　
　
昭
勝

早
坂
　
　
通

南
　
　
千
晴

議
　
　
　
　
　
　
案

第48号
固定資産評価審査委員会委員の選任…任期満了に伴う
委員の選任、令和元年７月１日～令和４年６月30日の
３年間

同意
賛 11・反 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第49号
榛東村森林経営管理基金条例の制定…森林環境税及び
森林環境譲与税が創設され、森林の整備を担うべき人
材の育成及び確保などを行うため、基金を設置

可決
賛 11・反 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第50号
榛東村隣保館の設置及び管理に関する条例の一部を改
正する条例の制定…消費税率の引き上げに伴い、隣保
館使用料の改定を行う

可決
賛 9・反 2

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × －

第51号
榛東村福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正す
る条例の制定…対象となる医療機関の範囲に、あん摩
マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の明記

可決
賛 11・反 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第52号
しんとう南部公園の設置及び管理に関する条例の一部
を改正する条例の制定…消費税率の引き上げに伴い、
施設使用料の改定を行う

可決
賛 9・反 2

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × －

第53号
榛東村社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一
部を改正する条例の制定…消費税率の引き上げに伴
い、社会体育館施設の使用料の改定を行う

可決
賛 9・反 2

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × －

第54号
榛東村中央公民館の設置及び管理に関する条例の一部
を改正する条例の制定…消費税率の引き上げに伴い、
中央公民館の使用料の改定を行う

可決
賛 9・反 2

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × －

第55号

榛東村コミュニティセンターの設置及び管理に関する
条例の一部を改正する条例の制定…消費税率の引き上
げに伴い、南部コミュニティセンター等の使用料の改
定を行う

可決
賛 9・反 2

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × －

第56号
榛東村耳飾り館の設置及び管理に関する条例の一部を
改正する条例の制定…消費税率の引き上げに伴い、耳
飾り館の使用料の改定を行う

可決
賛 9・反 2

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × －

第57号
榛東村立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例
の一部を改正する条例の制定…消費税率の引き上げに
伴い、小、中学校施設の使用料の改定を行う

可決
賛 9・反 2

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × －

第58号
令和元年度榛東村一般会計補正予算（第１号）…歳入
歳出からそれぞれ757万７千円を減じ、総額を56億
5132万３千円とする

可決
賛 11・反 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第59号
令和元年度榛東村介護保険特別会計補正予算（第１
号）…歳入歳出からそれぞれ95万８千円を減じ、総額
を12億1504万円とする

可決
賛 11・反 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

第60号
民事調停事件に係る調停案の受諾…（株）霞山カント
リー倶楽部の貸付土地の貸付料を１年間につき1800万
円とする

可決
賛 8・反 3

○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ －

発
委 第１号

早坂通議員に対する問責決議…議員としての立場と責
任の重さを十分に再認識するとともに村民の信頼回復の
ため猛省と社会福祉協議会に対する謝罪を求めるもの

可決
賛 7・反 3

〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 × 〇 除 －

※議長は採決に加わらないため「－」で表示
※除斥とは　　議会における審議の公正を期するために、審議事件と一定の利害関係を有する議員は当該事件の審議に参与す

ることができないとする制度


